
  

一 

商
業
捕
鯨
の
実
施
等
の
た
め
の
鯨
類
科
学
調
査
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
題
名 

 
 

題
名
を
「
鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
題
名
関
係
） 

第
二 

定
義 

１ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
」
と
は
、
鯨
類
を
適
切
な
水
準
に
維
持
す
る
よ
う
に
そ
の
保
存
及
び
管

理
を
行
い
な
が
ら
持
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
い
う
こ
と
。 

２ 

「
鯨
類
科
学
調
査
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
捕
獲
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
等
の
要
件
を
削
る
こ
と
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
捕
鯨
業
」
と
は
、
鯨
類
を
捕
獲
す
る
漁
業
を
い
う
こ
と
。 

４ 

「
妨
害
行
為
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
捕
鯨
業
の
操
業
を
妨
害
す
る
行
為
を
加
え
る
こ
と
。 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

基
本
原
則 

 
 

鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

１ 

鯨
類
科
学
調
査
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
。 



 

二 

① 

主
と
し
て
捕
鯨
業
を
鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
科
学
的
知
見
を
得
る

こ
と
を
目
指
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
。 

② 
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
に
基
づ
き
、
か
つ
、
科
学
的
知
見
を
踏

ま
え
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
。 

③ 

必
要
な
研
究
成
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
十
分
な
分
析
及
び
研
究
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
広
く
公
表
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
提
供
等
に
よ
り
鯨
類
の
持
続
的
な
利

用
の
確
保
に
係
る
国
際
協
力
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
。 

④ 

必
要
に
応
じ
て
国
内
外
の
鯨
類
に
関
す
る
調
査
研
究
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
。 

２ 

捕
鯨
業
に
関
す
る
施
策
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
こ
と
。 

① 

捕
鯨
業
が
、
捕
獲
可
能
量
（
鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
た
め
、
鯨
類
科
学
調
査
の
結
果
そ
の
他
の
科
学
的
根
拠
に
基

づ
き
、
捕
獲
の
対
象
と
す
る
鯨
類
の
種
類
ご
と
に
一
年
間
に
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
頭
数
の
最
高
限
度
と
し
て
算
出

さ
れ
る
頭
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
範
囲
内
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
。 

② 

捕
鯨
業
が
、
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
こ



  

三 

と
。 

③ 

捕
鯨
業
を
取
り
巻
く
状
況
に
鑑
み
、
適
切
な
支
援
に
よ
り
、
捕
鯨
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

基
本
方
針 

 
 

基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
加
え
る
こ
と
。 

 
 

① 

鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
の
た
め
の
施
策
の
基
本
的
な
方
向 

 
 

② 

捕
獲
可
能
量
の
算
出
等
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

③ 

捕
鯨
業
の
円
滑
な
実
施
の
支
援
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

④ 

鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
に
係
る
国
際
協
力
の
推
進
等
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

⑤ 

鯨
類
の
適
正
な
流
通
の
確
保
等
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

（
第
五
条
第
二
項
関
係
） 

第
五 

鯨
類
科
学
調
査
計
画 

 
 

鯨
類
科
学
調
査
計
画
に
つ
い
て
、
鯨
類
科
学
調
査
ご
と
に
策
定
す
る
と
の
位
置
付
け
を
変
更
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

四 

（
第
六
条
第
一
項
関
係
） 

第
六 
指
定
鯨
類
科
学
調
査
法
人
の
業
務 

 
 

指
定
鯨
類
科
学
調
査
法
人
の
業
務
を
鯨
類
科
学
調
査
計
画
に
係
る
鯨
類
科
学
調
査
の
実
施
（
捕
獲
可
能
量
の
算
出
に
つ
い

て
の
協
力
を
含
む
。
第
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

 
 

（
第
七
条
第
二
項
関
係
） 

第
七 

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
に
よ
る
鯨
類
科
学
調
査
の
実
施 

 
 

農
林
水
産
大
臣
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
に
、
鯨
類
科
学
調
査
計
画
に
係
る
鯨
類
科
学
調
査
の
実

施
に
関
す
る
業
務
（
指
定
鯨
類
科
学
調
査
法
人
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

（
第
九
条
関
係
） 

第
八 

鯨
類
科
学
調
査
の
実
施
体
制
の
整
備 

 
 

鯨
類
科
学
調
査
の
実
施
体
制
の
整
備
に
必
要
な
措
置
に
、
鯨
類
科
学
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
捕
鯨
業
者
の
協
力
の
確

保
を
加
え
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
第
十
条
関
係
） 

第
九 

捕
獲
可
能
量
の
算
出
等 

政
府
は
、
鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
捕
鯨
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
捕
獲
可
能
量
の
算



  

五 

出
、
当
該
捕
獲
可
能
量
の
範
囲
内
で
捕
鯨
業
者
が
一
年
間
に
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
頭
数
の
設
定
、
こ
れ
を
超
え
る
捕
獲

が
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
一
条
関
係
） 

第
十 

捕
鯨
業
の
円
滑
な
実
施
の
支
援 

政
府
は
、
捕
鯨
業
の
円
滑
な
実
施
を
支
援
す
る
た
め
、
捕
鯨
業
の
実
施
の
た
め
の
船
舶
及
び
そ
の
乗
組
員
の
確
保
の
支
援
、

鯨
類
の
捕
獲
、
解
体
及
び
保
蔵
に
係
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
二
条
関
係
） 

第
十
一 

妨
害
行
為
へ
の
対
応
等
の
た
め
の
措
置 

 
 

妨
害
行
為
へ
の
対
応
等
の
た
め
の
措
置
の
対
象
に
、
捕
鯨
業
者
等
を
加
え
る
こ
と
。 

（
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
関
係
） 

第
十
二 

鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
に
係
る
国
際
協
力
の
推
進
等 

１ 

政
府
は
、
鯨
類
科
学
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
科
学
的
知
見
及
び
我
が
国
に
お
け
る
鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
に
関

す
る
情
報
の
関
係
す
る
国
際
機
関
へ
の
提
供
そ
の
他
の
鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
に
係
る
国
際
協
力
の
推
進
に
努
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
七
条
第
一
項
関
係
） 



 

六 

２ 

鯨
類
に
係
る
伝
統
的
な
食
文
化
そ
の
他
の
文
化
及
び
食
習
慣
の
継
承
並
び
に
鯨
類
の
利
用
に
関
す
る
多
様
性
の
確
保
に

関
す
る
国
内
外
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
の
措
置
に
、
学
校
給
食
等
に
お
け
る
鯨
類
の
利
用
の
促
進
を
加
え
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
第
十
七
条
第
二
項
関
係
） 

第
十
三 

鯨
類
の
適
正
な
流
通
の
確
保
等
に
関
す
る
措
置 

１ 

政
府
は
、
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
捕
獲
さ
れ
た
鯨
類
の
流
通
を
防
止
す
る
た
め
、
捕
獲
さ
れ
た
鯨
類
の
個
体
の
識
別

の
た
め
の
情
報
の
適
正
な
管
理
、
流
通
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

政
府
は
、
鯨
類
の
加
工
、
販
売
等
を
行
う
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
そ
の
事
業
等
を
妨
害
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
の
不
安
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
八
条
関
係
） 

第
十
四 

財
政
上
の
措
置
等 

 
 

政
府
は
、
捕
鯨
業
の
円
滑
な
実
施
の
支
援
、
鯨
類
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
に
係
る
国
際
協
力
の
推
進
そ
の
他
鯨
類
の
持

続
的
な
利
用
の
確
保
の
た
め
の
施
策
の
実
施
の
た
め
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
十
九
条
関
係
） 



  

七 

第
十
五 

施
行
期
日
等 

 

１ 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 

２ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


